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パ報::北
海
道
大
学
法
学
会
記
事

O
一
九
九
八
年
七
月
一
一
二
日
(
水
)
午
後
一
時
三

O
分
よ
り

「
略
奪
的
価
格
設
定
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
」

報
告
者

111 

寛

中

出
席
者

二
六
名

製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
を
引
き
下
げ
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
は
競
争

法
上
何
ら
問
題
と
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
二
廷
の
場
合
に
違
法
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
市
場
で
既
存
競
争
者
を
排
除
し
た
り
、
新
規
参
入
を
阻
止
す

る
た
め
に
、
コ
ス
ト
割
れ
販
売
な
ど
の
著
し
い
廉
売
を
行
い
、
競
争
を
減

殺
し
た
後
、
価
格
を
競
争
水
準
以
上
に
引
き
上
げ
る
よ
う
な
場
合
な
ど
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
動
を
、
競
争
法
上
は
略
奪
的
価
格
設
定
・
不
当
廉

売
な
ど
と
し
て
規
制
を
行
っ
て
い
る
。

本
報
告
で
は
、
略
奪
的
価
格
設
定
の
規
制
に
つ
い
て
、
判
例
・
学
説
の ↓十

蓄
積
が
厚
い
米
国
の
連
邦
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
よ
る
規
制
の
変
遷
を
検
討
し
、

ま
た
日
本
・
欧
州
連
合

(
E
U
)
と
比
較
し
、
各
国
の
規
制
の
相
違
や
米

国
の
規
制
の
特
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
こ
う
し
た
試
み
は
、

廉
売
規
制
の
望
ま
し
い
あ
り
方
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
意
義
が
あ
り
、

日
本
の
不
当
廉
売
規
制
の
研
究
に
も
有
益
と
思
わ
れ
る
。

日

-
E
U
・
米
国
そ
れ
ぞ
れ
の
規
制
方
法
に
は
多
分
に
相
違
が
あ
る
。

一
定
の
要
件
を
充
た
す
廉
売
行
為
そ
れ
自
体
を
規
制
す
る
か
、
あ
る
い
は
、

廉
売
行
為
に
よ
っ
て
競
争
者
の
排
除
等
に
成
功
し
た
後
、
競
争
水
準
を
上

回
る
水
準
へ
の
価
格
引
き
上
げ
が
可
能
と
な
る
蓋
然
性
の
高
い
行
為
を
規

制
す
る
か
、
の
相
違
で
あ
る
。

前
者
は
、
日
本
と

E
U
の
規
制
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。
厳
密
に
は
、
日
本

と

E
U
で
は
相
当
に
異
な
っ
て
い
る
が
、
コ
ス
ト
割
れ
販
売
そ
れ
自
体
に

つ
い
て
違
法
性
を
問
、
つ
点
で
は
共
通
す
る
。
事
業
者
の
価
格
が
、
あ
る
一

定
の
基
準
と
な
る
べ
き
コ
ス
ト
を
下
回
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
(
コ
ス
ト

割
れ
販
売
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
て
そ
の
継
続
期
間
、
競
争
者
排
除
等
の

排
他
的
意
図
・
目
的
、
排
他
的
効
呆
な
ど
、
い
わ
ば
廉
売
行
為
そ
れ
自
体

の
性
質
に
関
す
る
要
素
が
違
法
性
の
要
件
と
な
る
。
日
本
で
は
、
主
と
し

て
独
占
禁
止
法
第

2
条

9
項
に
基
づ
く
、
不
公
正
な
取
引
方
法
一
般
指
定

第

6
項
前
段
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
法
第
ゆ
条
に
よ
り
規
制
さ
れ
る
。

あ
る
事
業
者
が
、
相
当
期
間
反
復
継
続
し
て
、
市
場
価
格
と
自
ら
の
総
販
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報

売
原
価
の
両
方
を
下
回
る
廉
売
を
行
い
、
こ
れ
が
他
の
事
業
者
の
事
業
活

動
を
困
難
に
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
行
為
の
意
図
や
市
場
の
状
況
等
の

諸
般
の
事
情
の
総
合
考
慮
か
ら
公
正
競
争
阻
害
性
を
有
す
る
よ
う
な
場
合
、

違
法
と
さ
れ
る
。

E
U
で
は
、

E
C
条
約
剖
条
に
基
づ
く
支
配
的
地
位
の

濫
用
行
為
の
禁
止
、
と
し
て
規
制
さ
れ
る
。

E
C
裁
判
所
は
、
一
九
九
一

年
の
〉
向
。
判
決
、
一
九
九
六
年
の

U
5
3
2
-判
決
に
お
い
て
、
川

価
格
が
平
均
可
変
費
用
を
下
回
る
場
合
、
も
し
く
は
山
価
格
が
平
均
可
変

費
用
を
上
回
る
が
平
均
総
費
用
を
下
回
り
、
排
他
的
計
画
の
一
環
と
し
て

設
定
さ
れ
る
(
排
他
的
意
図
・
目
的
を
伴
う
)
場
合
、
濫
用
行
為
に
該
当

し
違
法
と
す
る
判
断
基
準
を
示
し
た
。
凶
の
排
他
的
意
図
は
、
コ
ス
ト
割

れ
販
売
の
期
間
・
継
続
性
・
規
模
、
そ
の
他
社
内
文
書
、
加
盟
国
間
価
格

差
等
か
ら
推
定
さ
れ
る
。

後
者
は
、
現
在
の
米
国
連
邦
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
規
制
基
準
で
あ
り
、
連

邦
最
高
裁
が
一
九
九
三
年
の
胃

g
Z判
決
で
示
し
た
「
埋
合
せ
基
準

(
5・

雑

g
E℃
B
m
E
S
2
)
」
と
呼
ば
れ
る
基
準
で
あ
る
。
連
邦
法
で
は
、

M
E
R
g
s

法

2
条
と
刃

o
E
g
g
t
E
E
S
法
を
主
た
る
規
制
根
拠
と
し
、
同
判
決
に

よ
っ
て
両
法
の
規
制
基
準
は
統
一
さ
れ
た
。
こ
の
基
準
に
よ
る
と
、
略
奪

的
価
格
設
定
の
第
一
の
要
件
は
、
価
格
が
「
適
切
に
算
定
さ
れ
た
基
準
コ

ス
ト
」
を
下
回
る
こ
と
(
コ
ス
ト
割
れ
販
売
)
、
第
二
の
要
件
は
、
競
争

者
を
排
除
し
た
後
に
価
格
を
競
争
水
準
以
上
に
引
き
上
げ
、
維
持
す
る
こ

と
に
よ
り
、
コ
ス
ト
割
れ
販
売
に
よ
る
損
失
を
上
回
る
利
益
の
獲
得

(
「
埋
合
せ
」
)
に
成
功
す
る
「
危
険
な
蓋
然
性
」
も
し
く
は
「
合
理
的
可

能
性
」
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
市
場
構
造
等
か
ら
客
観
的
に
示
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
埋
合
せ
」
の
蓋
然
性
が
よ
り
重
要
で
あ
り
、

い
か
に
著
し
く
コ
ス
ト
を
下
回
り
、
長
期
に
及
び
、
か
っ
明
ら
か
に
排
他

的
な
意
図
を
伴
っ
て
い
て
も
、
コ
ス
ト
割
れ
販
売
の
み
で
は
反
ト
ラ
ス
ト

法
上
の
責
任
を
負
わ
な
い
。
か
つ
て
は
米
国
で
も
、
平
均
総
費
用
を
下
回

る
価
格
と
略
奪
的
意
図
、
平
均
可
変
費
用
を
下
回
る
価
格
設
定
な
ど
を
要

件
と
し
、
ニ
疋
の
条
件
の
下
廉
売
行
為
そ
れ
自
体
を
違
法
と
し
て
い
た
。

し
か
し
、
コ
ス
ト
割
れ
の
程
度
や
期
間
、
意
図
な
ど
の
諸
要
素
の
扱
い
に

(1) 

関
す
る
議
論
は
解
決
を
見
ず
、
上
述
の
よ
う
な
基
準
の
採
用
に
至
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
コ
ス
ト
割
れ
販
売
の
み
で
は
足
り
ず
「
埋
合
せ
」
の
可
能

性
を
も
っ
て
違
法
と
す
る
点
で
、
米
国
の
略
奪
的
価
格
設
定
規
制
は
、
日

本
や
E
Uと
は
相
当
に
そ
の
様
相
を
異
に
す
る
独
特
の
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
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略
奪
的
価
格
設
定
等
の
違
法
性
判
断
基
準
を
定
め
る
こ
と
は
、
困
難
な

問
題
で
あ
る
。
価
格
引
き
下
げ
の
規
制
は
、
価
格
競
争
を
制
限
し
、
高
価

格
の
維
持
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
た
め
、
競
争
法
が
ま
さ
に
そ
の
目
的
と

す
る
と
こ
ろ
を
自
ら
妨
げ
る
と
い
う
自
己
矛
盾
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
判
断
基
準
は
国
や
時
代
ご
と
の
競
争
政
策
や
司



法
当
局
の
姿
勢
に
よ
っ
て
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
同
時
に
、

略
奪
的
価
格
設
定
と
は
い
か
な
る
行
動
で
あ
る
か
、
と
い
う
定
義
の
相
違

を
反
映
す
る
。

本
報
告
の
議
論
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
次
な
る
課

題
と
し
て
、
こ
う
し
た
相
違
が
ど
う
し
て
生
ず
る
の
か
、
を
考
察
す
る
必

要
が
あ
る
。
各
国
競
争
法
の
目
的
や
「
競
争
」
概
念
の
相
違
な
ど
が
規
制

の
相
違
の
根
本
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
1
)
米
国
の
規
制
基
準
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
略
奪
的
価
格

設
定
と
反
ト
ラ
ス
ト
法
」
六
甲
台
論
集
法
学
政
治
学
篇
第
四
四
巻

第
一
号
八
九
頁
(
平
成
九
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

法学会記事

北i去49(5・143)1157 


